
【チェック欄】

☑ 固定資産税　　□ 市民税　　□ 軽自動車税　　□ 国民健康保険税

住　　　所

※この書類は相続人の代表者を決定するものであり、登記の名義変更又は軽自動車の名

義変更が完了するまでの時限的なものです。また、この書類によって名義人が変更とな

るものではございません。

ふりがな 続　柄 生 年 月 日
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相続人代表者指定届出兼現所有者申告書

年　　月　　日

荒尾市長　様

　被相続人に係る徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付に関する書類を受領する代表者

として、下記のとおり指定しましたので、地方税法第9条の2第1項の規定により届け出ます。

　併せて、荒尾市税条例第74条の3の規定に基づき、地方税法第384条の3に規定する現所有者を申

告します。

届出人

氏     　名

住     　所

※最後の住所地

死 亡 年 月 日
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ふりがな
被相続人

との続柄
住　　　　　　　　所

氏     　名

所 有 者 コード

現所有者コード

入　　力　　日

電子申請サービスも

ご利用いただけます。


